
○南アルプス市消防団詰所修繕事業等補助金交付要綱 

平成１７年７月２０日 

告示第８０号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、自治会が所有する消防団活動に係る施設の建設及び修繕並び

に用地購入事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、

その交付に関し、南アルプス市補助金等交付規則（平成１５年規則第４３号。以

下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、「自治会」とは、南アルプス市消防団の組織等に関す

る規則（平成１５年南アルプス市規則第１３４号。以下「消防団規則」という。）

別表第２担当区域の欄に掲げる区をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる事項とする。 

（１） 火の見櫓建設事業 

（２） 消防団詰所（車庫を含む。）及び火の見櫓修繕事業 

（３） 消防団詰所等を建設するための建設用地購入事業 

（４） ホース乾燥棟建設及び修繕事業 

（補助対象事業者） 

第４条 補助金交付の対象となる事業者は、前条に定める事業を行う自治会とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金交付の対象となる経費は、建設事業若しくは修繕事業における主体

工事費（建築主体工事、電気設備工事、衛生設備工事）又は建設用地購入費とし、

附帯工事費（駐車場整備、植栽等）、用地の造成整地の経費、内部の備品等の経

費、設計料及び事務費その他の経費については含まないものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、国、県又はその他公共団体等から、第３条に規定する

事業に係る補助金等の交付を受けている場合は、次条に規定する事業費、工事費

又は用地購入代金から各事業に係る当該補助金等の額を控除した残りの額を補助

対象経費とする。 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、１，０００円未満の端数が生

じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

補助対象

事業 

補助金額 



火の見櫓

建設事業 

火の見櫓の建設に係る事業費の２分の１を補助する。ただし、５００万

円を限度とする。 

消防団詰

所（車庫含

む。）及び

火の見櫓

修繕事業 

消防団詰所（車庫含む。）及び火の見櫓の修繕に係る１０万円以上の事

業費（増築・耐震工事含む。）を対象とし、当該対象とする事業費の２

分の１を補助する。ただし、１００万円を限度とする。 

消防団詰

所等建設

用地購入

事業 

消防団詰所等に係る用地（敷地の拡張含む。）購入代金の２分の１を補

助する。ただし、５００万円を限度とする。 

ホース乾

燥棟建設

及び修繕

事業 

ホース乾燥棟の建設及び修繕に係る１０万円以上の事業費を対象とし、

当該対象とする事業費の２分の１を補助する。ただし、１００万円を限

度とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする自治会の長（消防団規則別表第２担当区域

の欄に２以上の区が掲げられている場合はその代表者。第９条から第１２条にお

いて同じ。以下「申請者」という。）は、消防団詰所修繕事業等補助金交付申請

書（様式第１号）に規則第３条各号で定める書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（補助金の交付決定） 

第８条 規則第５条第１項に定める通知は、消防団詰所修繕事業等補助金交付決定

通知書（様式第２号）により行うものとする。 

（補助事業の変更届） 

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、その申請内容を変

更し、又は中止しようとするときは、遅滞なく消防団詰所修繕事業等事業変更・

中止申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を得なければならない。 

（補助事業変更後の補助金の交付決定） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請又は規則第６条第２項による報告があっ

た場合において、その申請若しくは報告が適当であると認めたときは交付決定の

内容を変更し、消防団詰所修繕事業等補助金交付変更承認決定通知書（様式第４

号）により申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに消防団詰所修繕事業等補助



金実績報告書（様式第５号）に規則第７条各号に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

（補助金の額の確定及び交付） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告の提出を受けたときは、規則第８条

の規定により審査し、当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、消防団詰

所修繕事業等補助金交付額確定通知書（様式第６号）により、申請者に通知する

とともに、補助金を交付するものとする。 

（その他） 

第１３条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年７月３日告示第４５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月２３日告示第５１号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 


